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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１１月１６日 ２１時３８分ごろ 

発生場所 和歌山県美浜
み は ま

町日
ひ

ノ
の

御埼
み さ き

南西方沖 

紀伊
き い

日
ひ

ノ
の

御埼
み さ き

灯台から真方位２２４°２.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５０.８′ 東経１３５°０１.３′） 

事故調査の経過  平成２３年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 CHASTINE
チ ャ ス テ ィ ン

 MAERSK
マ ー ス ク

（デンマーク王国籍）、９１,５６

０トン 

   ９２１９８００（ＩＭＯ番号）、A. P. MOLLER-MAERSK A/S 

   ３４６.９８ｍ×４２.８０ｍ×２４.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５５,６８１kＷ、２００１年２月 

Ｂ 液体化学薬品ばら積船 海
かい

悠
ゆう

２１、７４９トン 

   １３６５３３、日宝商船有限会社 

   ６９.９８ｍ×１１.５０ｍ×５.３５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成１３年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（デンマーク王国籍） 男性 ４９歳 

   船長免状（デンマーク王国自治領フェロー諸島発給） 

    交付年月日 ２００９年１０月２０日 

          （２０１４年１０月２０日まで有効） 

  航海士Ａ（三等航海士）（インド国籍） 男性 ２５歳 

   締約国資格受有者承認証 三等航海士（デンマーク王国発給）

    交付年月日 ２０１０年７月５日 

          （２０１５年５月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年７月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年３月２日 

    免状有効期間満了日 平成２８年７月８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に凹損 
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Ｂ 左舷船首ブルワークに凹損、左舷灯が破損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１８人が乗り組み、コンテナ２,

４０２個を積載し、愛知県名古屋港に向けて航行中、兵庫県淡路島

東方の由良
ゆ ら

瀬戸
せ と

を通過したのち、平成２３年１１月１６日２０時４

０分ごろ、航海士Ａが、船長Ａから船橋当直を引き継いで操舵手と

共に船橋当直に就いた。 

航海士Ａは、マスト灯２個、両舷灯及び船尾灯を表示し、電子海

図表示装置（ＥＣＤＩＳ）及び自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ）

付きのレーダー２台を作動させ、操舵装置とレーダーとの間に立

ち、ＥＣＤＩＳの表示器を見ながら操船を行い、操舵手を見張りに

就け、約２０.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自

動操舵により南進した。 

航海士Ａは、２１時２２分ごろ、レーダーによりＢ船の映像を探

知したので、Ｂ船の映像を捕捉して針路及び速力などの情報をＥＣ

ＤＩＳに表示させ、双眼鏡でＢ船の灯火を視認したため、ＡＲＰＡ

情報により、Ｂ船との最接近距離、最接近時間、船首横切距離、船

首横切時間などを確認し、Ａ船がＢ船の左舷側を追い越してＢ船の

船首方を通過すると判断した。また、航海士Ａは、左舷船首方に反

航船１隻（以下「Ｃ船」という。）とＣ船の左方に反航船１隻（以下

「Ｄ船」という。）がいずれも右舷灯を見せて接近していることを知

った。 

Ａ船は、２１時３４分ごろから右転を始め、２１時３５分ごろＤ

船が左舷を対して通過した後も右転を続け、Ｂ船と接近した。 

航海士Ａは、Ｂ船の針路に変化がなく、Ｂ船の左舷灯が見えるよ

うになり、ＡＲＰＡの警報音が鳴ったことから衝突の危険を感じ

た。 

船長Ａは、２１時３５分ごろ自室に戻ってＥＣＤＩＳの表示器を

見たところ、Ａ船が予定針路線から外れており、右舷前方のＢ船及

び左舷船首方のＣ船と衝突する進路となっていたので、２１時３６

分ごろ急いで昇橋したところ、Ｂ船がＡ船の右舷側約２０ｍに接近

していることに気付き、同時にＢ船から探照灯の照射を受けた。 

Ａ船は、左舵一杯を取り、機関を停止したが、舵角が左舵一杯と

なる前の２１時３８分ごろ、北緯３３°５０.８′、東経１３５°０

１.３′において、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突し

た。 

船長Ａは、国際無線電話（ＶＨＦ）でＢ船を喚呼したが、応答が

なかったので、ＶＨＦにより本事故の発生を海上保安庁に通報し、

海上保安庁からの指示により、Ａ船は和歌山県日高港沖の錨地で錨

泊した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、濃硫酸約１,５００ｔを積載
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したのち、鳴門海峡経由で名古屋港に向けて航行中、船長Ｂが、鳴

門海峡通過後の１９時３０分ごろ単独の船橋当直に就き、マスト灯

２個、両舷灯及び船尾灯を表示し、約１４３°（真方位、以下同

じ。）の針路及び約１１.０knの速力で日ノ御埼の西方３Ｍ付近に向

けて自動操舵により航行した。 

船長Ｂは、操舵装置の船尾側に立って見張りを行いながら兵庫県

南あわじ市沼
ぬ

島の南方約５～６Ｍを航行中、左舷船首９０～１０

０°付近にＡ船の作業灯を視認し、距離が遠かったために航海灯は

視認できなかったものの、大型コンテナ船が南進していることを知

り、左舷側の天井に設置されたＡＩＳにより、Ａ船の船名、長さ、

針路、速力及び仕向地の情報を確認したところ、Ａ船が、外国船で

Ｂ船と同じ名古屋港向けであり、約１９～２０knの速力で航行して

いることが分かった。 

船長Ｂは、６ＭレンジとしたレーダーでＡ船の映像を確認したと

ころ、Ａ船が陸岸（日ノ御埼）寄りを航行していたので、Ｂ船の左

舷側を追い越して行くものと思い、Ａ船の映像がゆっくりとＢ船の

映像に接近していたものの、特に危険を生じる状態ではなかったの

で、その後、目視及びレーダーでのＡ船の見張りをやめ、前方の見

張りを行いながら南東進した。 

船長Ｂは、２１時１０分ごろ和歌山県白浜町市江埼に向ける針路

約１３８°に変針して航行中、右舷前方に反航中のＣ船を視認し、

Ｃ船とは右舷を対して約０.５Ｍ隔てて通過する態勢であったので、

針路及び速力を保持して航行した。 

船長Ｂは、Ｃ船の動静に注意を向けて南東進中、右舷船首方に接

近したＣ船が左転を始めたのを認め、ほぼ同じ頃に左舷側が明るく

なったので、左舷後方を確認したところ、近距離に接近したＡ船を

認め、手動操舵に切り換えて右舵一杯（約７０°）を取り、探照灯

を左舷側のＡ船に向けて照射したが、２１時３８分ごろ、紀伊日ノ

御埼灯台から２２４°２.９Ｍ付近において、Ｂ船の左舷船首部とＡ

船の右舷船尾部とが衝突した。 

船長Ｂは、本事故の発生を海上保安庁に１１８番通報した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 衝突状況図、付表１ Ａ船のＡＩ

Ｓ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

Ａ船は、衝突前、汽笛信号及び発光信号を行わず、ＶＨＦを使用

しなかった。 

 船長Ａは、航海士Ａに予定針路線から外れて航行した理由を質し

たところ、航海士Ａから、船舶がふくそうしていたので、針路を左

に転じた旨の返答があった。 
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航海士Ａは、海上勤務経験が約７年であり、２０１０年に海技免

許を取得し、２０１１年９月にＡ船の三等航海士として乗船してお

り、本事故発生場所付近を航行するのは、初めてであった。 

航海士Ａは、Ｂ船を視認したのち、Ｂ船のＡＩＳ情報を確認して

いなかった。 

Ｂ船は、汽笛信号及び発光信号を行わず、ＶＨＦを使用しなかっ

たが、衝突直前に探照灯をＡ船に向けて照射し、注意を喚起した。 

Ｂ船は、船首約３.８８ｍ、船尾約５.０８ｍの喫水であった。 

船長Ｂは、２台のレーダーのうち、ＡＲＰＡ付きのレーダーを主

として瀬戸内海や狭水道などで使用しており、本事故発生時、ＡＲ

ＰＡが付いていない方のレーダーを使用していた。 

Ａ船、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船は、いずれもＡＩＳ搭載船であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、日ノ御埼南西方沖において、Ｂ船の左舷側を追い越す態

勢で南南東進中、航海士Ａが、２１時３４分ごろ（衝突の約４分

前）から右転を続けて右舷前方のＢ船に接近したことから、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 船長Ａが、自室のＥＣＤＩＳの表示器でＡ船が右舷前方のＢ船及

び左舷船首方のＣ船と衝突する進路で航行していることを認めてい

ることから、航海士Ａは、左転したのち、反航して接近するＣ船へ

の対応を行うために右転を開始し、その後も右転を続けた可能性が

あると考えられるが、右転した理由を明らかにすることはできなか

った。 

Ａ船は、右転する際、操船信号を行っていれば、Ｂ船がＡ船の右

転に気付き、本事故の発生を回避することができた可能性があると

考えられる。 

Ｂ船は、日ノ御埼南西方沖を南東進中、船長Ｂが、レーダー及び

ＡＩＳ情報により、Ａ船がＢ船の左舷側を追い越す態勢であること

を確認したので、右舷船首方から接近するＣ船に注意を向けて航行

していたことから、Ａ船が右転しながらＢ船に向けて接近している

ことに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、日ノ御埼南西方沖において、Ａ船がＢ船の左舷

側を追い越す態勢で南南東進中、Ｂ船が南東進中、航海士Ａが、右

転を続けて右舷前方のＢ船に接近し、また、船長Ｂが、右舷船首方

から接近するＣ船に注意を向けて航行していたため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考
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えられる。 

・追越し船は、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その

船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けること。 

・針路を転じる場合には、汽笛信号を行うこと。また、夜間にお

いては、汽笛信号に併せて発光信号を行うことが効果的である

ことに留意すること。 

・ＡＩＳ情報やＶＨＦを有効に活用すること。 

・船長は、ふくそう海域を航行する場合、当直航海士の技量及び

経験を踏まえて必要があれば、自らが立直すること。 
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Ｂ船 

事故発生場所 

 

（平成２３年１１月１６日 

 ２１時３８分ごろ発生） 

Ｄ船 

Ｃ船 

Ａ船 

付図１ 航行経路図 



- 7 - 

付図２ 衝突状況図

Ｂ船 

Ａ船 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

時 刻 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″）

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

  21:26:08   33-54-21.5   134-59-50.1     162    162    19.6 

  21:27:08   33-54-02.8   134-59-57.6     161    161    19.6 

  21:28:20   33-53-40.5   135-00-06.6     159    161    19.5 

  21:29:08   33-53-26.0   135-00-13.2     155    157    19.4 

  21:30:08   33-53-08.4   135-00-23.0     155    155    19.4 

  21:30:55   33-52-54.3   135-00-30.8     156    156    19.4 

  21:31:55   33-52-36.5   135-00-40.2     157    157    19.5 

  21:33:08   33-52-15.0   135-00-51.5     156    156    19.5 

  21:34:08   33-51-57.1   135-01-00.9     159    157    19.5 

  21:35:55   33-51-23.9   135-01-13.5     171    167    19.6 

  21:36:31   33-51-12.0   135-01-16.0     175    172    19.6 

  21:37:07   33-51-00.6   135-01-17.3     177    176    19.6 

  21:37:33   33-50-52.5   135-01-17.9     176    177    19.6 

  21:37:48   33-50-47.3   135-01-18.3     173    177    19.5 

  21:38:00   33-50-43.4   135-01-18.5     169    177    19.3 

  21:39:07   33-50-25.7   135-01-25.3     132    144    14.5 

時 刻 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″）

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

  21:26:00   33-52-28.0   134-59-22.9     137    137.7    11.8 

  21:27:01   33-52-19.0   134-59-32.6     137    137.6    11.8 

  21:28:01   33-52-10.4   134-59-42.1     137    137.8    11.7 

  21:29:01   33-52-01.7   134-59-51.5     136    138.2    11.7 

  21:30:01   33-51-53.3   135-00-01.4     134    135.0    11.6 

  21:31:12   33-51-43.5   135-00-13.1     135    135.2    11.6 

  21:32:01   33-51-36.7   135-00-21.0     136    135.9    11.7 

  21:33:12   33-51-26.5   135-00-32.5     136    137.4    11.8 

  21:34:01   33-51-19.5   135-00-40.7     135    135.7    11.8 

  21:35:01   33-51-10.9   135-00-50.9     135    135.3    12.0 

  21:36:02   33-51-02.4   135-01-01.0     134    135.0    11.9 

  21:36:31   33-50-58.3   135-01-05.9     134    135.4    11.9 

  21:37:02   33-50-54.0   135-01-11.0     158    142.8    11.4 

  21:37:14   33-50-52.1   135-01-11.9     149    157.3    10.6 

  21:37:31   33-50-49.7   135-01-13.6     137    142.8     9.8 

  21:37:48   33-50-47.9   135-01-15.9     156    139.2     9.2 

  21:38:01   33-50-46.0   135-01-17.1     176    157.7     8.9 

  21:38:31   33-50-42.0   135-01-16.0     172    199.2     7.8 




